
౮なるரథのワクチンをமரするの
மர࿒のルールがಌされます

ࣻਫ਼ワクチンから次のࣻਫ਼ワクチンのં種を
णけるまでは27ೖ以の間隔をおくこと。

ಋじझྪのワクチンのં種を਼回णける合は
ワクチンごとに決められた間隔を守ること。

೦やં種෨位のञ（はれ）がないこと、ରがྒྷいことを
確し、かかりつけ医に૮の、ં種をणけること。

１

２

３

～மர࿒についての３つのルールです～

ંझ間隔についての３つのルールをगっている合には、
。のワクチンのંझをणけるまでの間隔に限はありません࣏
かかりつけ医に૮の、ંझをणけるようにしてください。
༪༡をもったスケジュールで、計画దにંझをणけましょう。

※ିೝ生ワクチンとは、๊しん௯しん合ワクチン・水ᓵワクチン・BCGワクチン など

※ヒブワクチン、小ు用ཡ༇ૉ༳ワクチン、ロタウイルスワクチン、Bຩ༇ワクチンなど、
それぞれのワクチンのமரをള数回受ける際の間࿒が決められています。

z 2020೧９月までは、活化ワクチンのં種後６ೖ以、ਫ਼ワクチンのં種後27ೖ
以の間隔をおかなければ、次のワクチンં種をणけることができないルールでした。

z 2020೧10月からは、下記の３つのルールを守れば、のワクチンં種からの間隔に
かかわらず、異なるワクチンのં種をणけることができるようになります。

※ఈ期ં種においては、ં種をणけることができる೧ྺがワクチンごとに決められています。

2020年10া１日から



மர間࿒に制はありません

20日ਰ

● 「ିೝ生ワクチン」のமர後２７日以上の間࿒をおかなければ、「ିೝ生ワクチン」のமரを受け
ることはできません（ಌなし）。

● それ以外のワクチンの組み合わせでは、前のワクチンமரからの間࿒にかかわらず、ୢపが認める
場合、次のワクチンのமரを受けることができるようになりました。

● மரから数日間は、発やமர部位のᇯᔚ（はれ）などが出ることがあります。ルール上மரが
૭能な期間であっても、ず、発や、மர部位のᇯᔚ（はれ）がないこと、体調がଐいことをન
認し、かかりつけୢに相の上、மரを受けてください。

１．౮なるரథのワクチンをமரするのமர࿒のルール

）４ர合ワクチン

※ ถしくは、বয়ഉඪଢ଼ਚのホームページを౪සください。

２．じரథのワクチンのமரをളਯਭけるのமர࿒のルール

※ これまで通り、ୢపが要と認めた場合、同時மரを行うことができます。

ି：ワクチンのரథ
ିೝ生ワクチン：๊しん௯しん合ワクチン・水ᓵワクチン・BCGワクチン・おたふくかぜワクチン など
経口生ワクチン：ロタウイルスワクチン など
不ણ化ワクチン：ヒブワクチン・小ు用ཡ༇ૉ༳ワクチン・Bຩ༇ワクチン・４ர合ワクチン・

日本౼༇ワクチン・ఛත性インフルエンザワクチン など

ંझ間隔のルールを、しくご়介いたします
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２７日以上の間࿒をおかなけ
れば次のワクチンのமரを
受けることはできません

ିೝ生ワクチンはமர不૭

経口生・不ણ化ワクチンをமர૭能

次のワクチンをமர૭能

６日以上の間࿒をおかなけ
れば次のワクチンのமரを
受けることはできません

２７日以上の間࿒をおかなければ次
のିೝ生ワクチンのமரを受けるこ
とはできません

次のワクチンをமர૭能

ିೝ生も
மர૭能

１期初回
（1回目）

１期初回
（2回目） ６かাਰ１期初回

（3回目） １期୯加

ିೝ生ワクチンமர後・・・

மர間࿒に制はありません

மர૭能

மர૭能

மர૭能

ワクチンのரథ

ワクチンのரథ
மர

மர

ିೝ生ワクチン・経口生ワクチンமர後

● 同じரథのワクチンのமரをള数回受ける場合、ワクチンごとに決められた間࿒をஹる要があ
ります。

⇒ https://www.niid.go.jp/niid/images/vaccine/leaflet01.pdf
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経口生
ワクチン

経口生・不ણ化ワクチンを
மரする場合

不ણ化ワクチンமர後


